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【追加する項目】 

「ひろしま型地域貢献企業」の認定状況 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

 

 （新設） 

申請事業者が、申請日において、本市の「ひろし

ま型地域貢献企業」の認定を受けている場合。ただ

し、営業所ごとに認定を受けている場合にあって

は、認定を受けている営業所が建設業法上の営業所

等（広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に

関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方

になろうとするものに限る。）であるときのみ加点

とする。 ５点（地元事業者が該当する場合にあっ

ては、８点） 

 

【削除する項目】 

ＣＰＤＳの学習単位及びＣＰＤの学習時間の状況（一部抜粋） 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

⑴ 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が運

営する継続的専門能力啓発学習制度における申請事

業者ごとの学習単位数（ＣＰＤＳ学習単位数） 

単 位 1～19 20～39 40～59 60～79 80～ 

配 点 4点 8点 12点 16点 20点 

⑵ 建築ＣＰＤ運営会議が運営する建築ＣＰＤ（継続

能力／職能開発）情報提供制度における申請事業者

ごとの認定時間数（ＣＰＤ認定時間数） 

時 間 1～11 12～23 24～35 36～47 48～ 

配 点 4点 8点 12点 16点 20点 
 

 

（削除） 

 

  【臨時的な措置を解除する項目】 

まちの美化活動の取組状況（一部抜粋） 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

⑵ 申請の日前２年以内に、本市の区域内の場所を

対象として、「広島市まちの美化に関する里親制

度」、「広島市クリーンボランティア支援事業」、

「広島県アダプト制度」又は「国土交通省広島国

道ボランティア・ロード」による清掃活動を事業

所として行った実績がある場合 

⑶ 申請の日前２年以内に、公共団体又は公共的団

体が広島市の区域内の公共の場所（道路、歩道橋、

河川、用排水路、公園等）を対象として行った清

掃活動に、事業所として２回以上参加した実績が

ある場合 

⑵ 申請の日前１年以内に、本市の区域内の場所を

対象として、「広島市まちの美化に関する里親制

度」、「広島市クリーンボランティア支援事業」、

「広島県アダプト制度」又は「国土交通省広島国

道ボランティア・ロード」による清掃活動を事業

所として行った実績がある場合 

⑶ 申請の日前１年以内に、公共団体又は公共的団

体が広島市の区域内の公共の場所（道路、歩道橋、

河川、用排水路、公園等）を対象として行った清

掃活動に、事業所として２回以上参加した実績が

ある場合 

  

別紙 
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【変更する項目】 

⑴ 女性活躍推進の取組状況（一部抜粋）及び男女共同参画の取組状況（一部抜粋） 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

【女性活躍推進の取組状況（一部抜粋）】 

⑴ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の事

業者 女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成２７年法律第６４号）第８条第７

項の規定に基づいて一般事業主行動計画を策定

し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計画

を届け出ている場合 

⑵ 常時雇用する労働者の数が１０１人以上の事

業者 女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律第８条第１項の規定に基づいて策定し

た一般事業主行動計画の実施等に関し、同法第９

条又は第１２条の規定により厚生労働大臣の認

定を受けている場合 

【女性活躍推進の取組状況（一部抜粋）】 

 

 【男女共同参画の取組状況】に移管 

【男女共同参画の取組状況（一部抜粋）】 

⑴～⑷ （略） 

 

【男女共同参画の取組状況（一部抜粋）】 

⑴ 申請事業者が、申請日において、次のア又はイ

に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める

事項に該当している場合 

ア 常時雇用する労働者の数が１００人以下の

事業者 女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成２７年法律第６４号）第８

条第７項の規定に基づいて一般事業主行動計

画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当

該行動計画を届け出ている場合 

イ 常時雇用する労働者の数が１０１人以上の

事業者 女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第８条第１項の規定に基づいて

策定した一般事業主行動計画の実施等に関し、

同法第９条又は第１２条の規定により厚生労

働大臣の認定（えるぼし認定）を受けている場

合 

⑵～⑸ （現行に同じ） 

 

⑵ 失業者に関する雇用の取組状況（一部抜粋） 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

申請事業者が、申請の日前２年以内に、広島市の

区域内に居住する失業者１人以上を次のいずれか

に該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用

保険の被保険者として継続して雇用している場合 

該当する労働者に対応する点数にその人数を乗じ

て得た点数の合計点。ただし、２０点（地元事業者

が該当する場合にあっては、３０点）を上限とする。 

申請事業者が、申請の日前２年以内に、広島市の

区域内に居住する失業者１人以上を次のいずれか

に該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用

保険の被保険者として継続して雇用している場合

（２人以上あるときは、そのいずれかの者）。なお、

⑴及び⑵のいずれにも該当する場合にあっては、申

請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とす

る。 
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⑶ 災害時の地域貢献の状況（一部抜粋） 

令和３・４年度の広島市評価事項 令和５・６年度の広島市評価事項 

申請事業者が、申請日において、広島市災害応急

対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱（平成

１８年６月１日施行）の規定に基づき、災害協力事

業者として登録されている場合 １０点（地元事業

者が該当する場合にあっては、１５点） 

⑴ 申請日において、広島市災害応急対策に係る協

力事業者の登録等に関する要綱（平成１８年６月

１日施行）の規定に基づき、災害協力事業者とし

て登録されている場合 ５点（地元事業者が該当

する場合にあっては、８点） 

⑵ ⑴に該当し、かつ、申請日の属する年度前２年

度内において、広島市長又は広島市水道事業管理

者が発注した災害関連工事（予算科目の款が「災

害復旧費」として計上されているものに限る。）

の受注実績がある場合 １０点（地元事業者が該

当する場合にあっては、１５点） 

 

詳細については、本市ホームページ上の下記ページをご覧ください。 

【令和５・６年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定における広島市評価事項】 

（https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kankei-kitei/292003.html） 

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kankei-kitei/292003.html

